




・ 三重県男女共同参画審議会による各部局の施策実施状況の聴取や、庁内推進組織の活用などによ

り、男女共同参画施策の総合的・効果的な推進を図るとともに、市町や関係機関等と連携して企

業、地域の取組への支援や働きかけを引き続き行っていきます。

・ 男女共同参画に関する意識の普及を図るために、県の拠点施設である男女共同参画センターにお

いて、さまざまな講座・セミナー、フォーラム等を開催するとともに研修講師を派遣するなどの

取組を進めます。また、男性にも男女共同参画の意義が伝わるよう男性参加率の向上を図ります。

・ 女性に対する暴力防止については、カード型ＤＶ相談機関一覧の配布やＤＶセミナー開催による

周知・啓発に取り組みます。

・ 就労に向けて一歩踏み出そうとする女性を対象に就労支援を行うとともに、子育て期（幼稚園児

や小学校低学年の児童の母親等）の女性の就労意欲を向上させる取組を展開します。

・ 性別に基づく暴力等の防止について、街頭啓発活動やセミナーを実施し、広く県民への啓発を進

めるとともに、市町や民間団体と連携し、被害者相談・保護・自立支援等の充実を図ります。

●男女共同参画連絡調整事業【基本事業名：21201 政策・方針決定過程への男女共同参画の推進】

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 １ 生活対策費）

当初予算額：(24) ３，２４３千円 → (25) ３，５７０千円

事業概要：男女共同参画審議会による施策の実施状況の評価及び知事への提言を行うとともに、

年次報告書の作成、公表等により全庁的に男女共同参画推進の取組を進めます。ま

た、市町との連携・支援、及び他県（全国知事会等）、国との連携等により、政策・

方針決定の場への女性の参画の促進を図ります。

●男女共同参画センター事業【基本事業名：21202 男女共同参画に関する意識の普及と教育の推

進】

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 １ 生活対策費）

当初予算額：(24) ７，９５８千円 → (25) ７，９５８千円

事業概要：三重県男女共同参画センターにおいて、情報誌等による情報発信、各種講座等によ

る研修・学習、男女共同参画フォーラム等による参画・交流、女性のための総合相

談、男女共同参画に関する調査研究等を行います。
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●女性に対する暴力防止総合推進事業【基本事業名：21204 性別に基づく暴力等への取組】

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 １ 生活対策費）

当初予算額：(24) １，３３５千円 → (25) １，１６０千円

事業概要：ＤＶ・デートＤＶ対策に重点を置き、カード型ＤＶ相談機関一覧の作成・配布によ

る相談・支援体制の周知、女性に対する暴力防止セミナー等による啓発を行うとと

もに、若年層に対し、デートＤＶの予防啓発リーフレットの作成・配布等による啓

発を行います。

●（一部新）女性の就労支援事業（再掲）【基本事業名：33102 障がい者、高齢者等の雇用支援】

（第５款 労働費 第１項 労政費 １ 労政総務費）

当初予算額：(24) １４，４０６千円 → (25) １６，７６０千円

事業概要：就労意欲を持つ女性を中心に、就労に関する相談支援、特に母子家庭の母親等を対

象とする再就職の準備に関する講座の開催に加え、子育て期にある女性を対象に就

労に対する意識とニーズ等に関するアンケート調査、女性の経営者・管理職等との

意見交換会、セミナー、情報提供を定期的に行うなど、就労等につながる取組を展

開します。

●ＤＶ対策基本計画推進事業【基本事業名：21204 性別に基づく暴力等への取組】

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ５ 社会福祉施設費）

当初予算額：(24) ３４，２２３千円 → (25) ２３，２６２千円

事業概要：ＤＶ被害者からの相談や自立支援を行うため、女性相談所及び県福祉事務所に女性

相談員を配置し、相談に応じるとともに、ＤＶ相談機関の県民への周知を図ります。

また、弁護士による専門相談のほか、ＤＶ被害者の緊急一時避難（シェルター）や

司法手続きにおける同行支援などの被害者支援を進めます。
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